
平成２９年第２回定例会（９月議会）

予算及び付託議案審査関係資料

平成２９年９月２０日

総 務 部

【予算関係】

資料１ 平成２９年度９月補正予算に関する説明資料

（財 政 課）

資料２ 災害対応力強化（国民保護共同訓練）事業について

（総合防災課）

【議案関係】

資料３ 「知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例案」について

（議案第１５８号）

（人 事 課）

資料４ 「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案」について

（議案第１５９号）

（人 事 課）

資料５ 「秋田県標準事務関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案」について

（議案第１６０号）

（財 政 課）

資料６ 「同意集積区域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例案」

について（議案第１６１号）

（税 務 課）











資料２（予算関係）

災害対応力強化（国民保護共同訓練）事業について

平成２９年９月２０日

総 合 防 災 課

１ 目 的

国、県及び由利本荘市が共同で、弾道ミサイルの落下を想定した避難訓練を実

施し、住民の避難行動の理解と普及を図る。

２ 事 業 費 １４８千円 （ １４８千円 ）

（内訳：負担金補助及び交付金 １４８千円）

［経費の内訳］

内容 数量 金額

災害用ビブス ６０枚 １３０千円

飲料水 １９２本 １８千円

３ 訓練の概要

（１）主 催 内閣官房、消防庁、秋田県、由利本荘市

（２）日 時 平成２９年９月２７日（水）９：３０～９：４０頃

（３）場 所 由利本荘市西目町新 道 下地区
しんみちした

（４）参加人数 約２００名

（５）想 定 Ｘ国から弾道ミサイルが発射され、我が国に飛来する可能性

があると判明

（６）訓練内容 防災行政無線や消防防災メールによる住民への情報伝達及び

住民が避難等を実施

【参考：県内市町村の取組】

同日同時間帯において、由利本荘市の訓練に併せ、他の１１市町村（予定）

においても、国からのエムネットによる情報伝達を受けた防災行政無線や登録

制メール等による住民への情報伝達訓練等が行われる。

※ 11市町村の内訳 鹿角市、大館市、能代市、男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町、

大潟村、にかほ市、大仙市、東成瀬村



- 1 -

資料３（議案関係）

「知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例案」

について（議案第１５８号）

平成２９年９月２０日

人 事 課

１ 改正理由

知事の給料月額及び期末手当を減ずる特例措置を講ずる必要がある。

２ 改正内容

（１）知事の給料については、就任時から経済状況に鑑み１００分の２０に相当する額

を減じているが、平成２９年１０月１１日から平成３０年１月１０日までの３か月

間、支給しないこととする。（附則第５項関係）

給料月額 現行の給料月額 減額 減額計(※)

1,210,000円 968,000円 968,000円 2,932,696円

※平成２９年１０月及び平成３０年１月分の給料については日割計算することとなるため、端数が

生じる。

（２）知事の期末手当についても、給料と同様に１００分の２０に相当する額を減じて

いるが、平成２９年１２月期については支給しないこととする。（附則第７項関係）

期末手当額 現行の期末手当額 減額

2,675,612円 2,140,490円 2,140,490円

《参考》給料及び期末手当の減額計

給料の減額計 期末手当の減額 減額計

2,932,696円 2,140,490円 5,073,186円

３ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとする。
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知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

附

則

附

則

１
～
３

略

１
～
３

略

４

知
事
等
の
給
料
月
額
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三

４

知
事
等
の
給
料
月
額
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三

年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
係
る
も
の
に
限
り
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ

年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
係
る
も
の
に
限
り
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
条
の
表
に
掲
げ
る
給
料
月
額
か
ら
、
当
該
給
料
月
額
に
知
事
に
あ

ら
ず
、
同
条
の
表
に
掲
げ
る
給
料
月
額
か
ら
、
当
該
給
料
月
額
に
知
事
に
あ

つ
て
は
百
分
の
二
十
、
副
知
事
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の

つ
て
は
百
分
の
二
十
、
副
知
事
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の

十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
期
末
手
当
及

十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
期
末
手
当
及

び
退
職
手
当
の
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
は
、
同
表
に
掲
げ
る
給

び
退
職
手
当
の
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
は
、
同
表
に
掲
げ
る
給

料
月
額
と
す
る
。

料
月
額
と
す
る
。

５

平
成
二
十
九
年
十
月
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
一
月
十
日
ま
で
の
間
に
お

け
る
知
事
の
給
料
月
額
は
、
第
二
条
及
び
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
か
ら
当
該
算
出
し
た
額
に
百
分
の
百

を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

６

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
か
ら
平
成
三
十
二
年

５

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
か
ら
平
成
三
十
二
年

十
二
月
ま
で
の
間
に
支
給
す
る
も
の
に
限
り
、
第
八
条
及
び
附
則
第
四
項
た

十
二
月
ま
で
の
間
に
支
給
す
る
も
の
に
限
り
、
第
八
条
及
び
前
項
た
だ
し
書

だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
か
ら

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
か
ら

、
当
該
算
出
し
た
額
に
知
事
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
十
、
副
知
事
及
び
常
勤

、
当
該
算
出
し
た
額
に
知
事
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
十
、
副
知
事
及
び
常
勤

の
監
査
委
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円

の
監
査
委
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ
て
得
た

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

７

平
成
二
十
九
年
十
二
月
に
知
事
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
額
は
、
第
八
条

並
び
に
附
則
第
四
項
た
だ
し
書
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
か
ら
当
該
算
出
し
た
額
に
百
分
の
百
を
乗
じ
て

得
た
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

８

略

６

略
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資料４ (議案関係)

「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案」

について（議案第１５９号）

平成２９年９月２０日

人 事 課

１ 改正理由

一般職の国家公務員に準じ、家畜伝染病のまん延を防止するために行う家畜のと殺等
の作業に従事した職員に対し防疫等業務手当を支給する措置を講ずるとともに、東日本
大震災に対処するための作業に特例として支給している災害応急作業等手当について、
同様の大規模災害が発生した場合にも措置する必要がある。

２ 改正内容

⑴ 防疫等業務手当の一部改正

家畜伝染病（人事委員会規則で定めるものに限る（※１））のまん延を防止するた

めに行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従

事した場合は、防疫等業務手当（３８０円／日以内(※２)）を支給することとする。

（第６条関係）

※１ 鳥インフルエンザ及び口蹄疫を想定

※２ 著しく危険な作業については手当額の１００／１００を加算

⑵ 災害応急作業等手当の一部改正

① 特定大規模災害（※）に対処するため、災害応急作業等に引き続き５日以上で人

事委員会規則で定める期間以上従事した場合は、手当額（３５０円～８４０円）の

１００分の１００に相当する額を加算することとする。（第１９条関係）

※ 内閣総理大臣が本部長となる緊急災害対策本部が設置される大規模災害

② 原子力災害に対処するため、次の作業に従事した場合は、災害応急作業等手当を

支給することとする。（第２０条関係）

手当の額の上限作業区域 作業区分
（日額）

原子炉建屋内における作業 40,000円以内
原子力事業所の敷地内

上記以外の作業 20,000円以内

原子力災害対策本部長指示に 人事委員会が認める区域
基づいて設定された区域等 における作業

10,000円以内

３ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとする。
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職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
防
疫
等
業
務
手
当
）

（
防
疫
等
業
務
手
当
）

第
六
条

防
疫
等
業
務
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。

第
六
条

防
疫
等
業
務
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

職
員
が
家
畜
伝
染
病
（
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の
家
畜
伝
染
病
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
行
う
家
畜
の

と
殺
、
家
畜
の
死
体
の
焼
却
若
し
く
は
埋
却
又
は
畜
舎
等
の
消
毒
の
作
業

に
従
事
し
た
と
き
。

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
業
務
又
は
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
業
務
又
は
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百

八
十
円
（
動
物
管
理
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
同
項
第
三
号
の

業
務
に
専

五
十
円
（
動
物
管
理
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
専

ら
従
事
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
勤
務
一
月
に
つ
き
一
万
二
千
五
百
円
）
を

ら
従
事
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
勤
務
一
月
に
つ
き
一
万
二
千
五
百
円
）
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

３

職
員
が
第
一
項
第
四
号
の
作
業
の
う
ち
著
し
く
危
険
で
あ
る
と
人
事
委
員

会
が
認
め
る
も
の
に
従
事
し
た
場
合
の
同
項
の
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）

第
十
九
条

略

第
十
九
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

職
員
が
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第

二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
災

害
に
対
処
す
る
た
め
第
一
項
各
号
の
作
業
に
引
き
続
き
五
日
を
下
ら
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
以
上
従
事
し
た
場
合
の
同

項
の
手
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額

の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

第
二
十
条

職
員
が
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

五
十
六
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
が
あ
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つ
た
場
合
で
、
次
に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
し
た
と
き
は
、
災
害
応
急
作
業
等

手
当
を
支
給
す
る
。

一

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
九
項
に
規
定
す
る
緊
急
事

態
応
急
対
策
実
施
区
域
に
所
在
す
る
原
子
力
事
業
所
の
う
ち
人
事
委
員
会

が
認
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
原
子
力
事
業
所
」
と
い
う
。
）

の
敷
地
内
に
お
い
て
行
う
作
業

二

特
定
原
子
力
事
業
所
に
係
る
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
の
地
方
公
共
団
体
の

長
に
対
す
る
指
示
（
以
下
「
本
部
長
指
示
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
設
定

さ
れ
た
区
域
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
区
域
に
お
い
て
行
う

作
業
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
原
子
炉
建
屋
（
人
事
委
員
会
が
認

め
る
も
の
に
限
る
。
）
内
に
お
い
て
行
う
も
の

四
万
円
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額

二

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

二
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額

三

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業

一
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
と
人
事
委
員
会

が
認
め
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
そ
の
百
分
の

百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
）

第
二
十
一
条
～
第
二
十
七
条

略

第
二
十
条
～
第
二
十
六
条

略

附

則

附

則

１

略

１

略

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
特
例
）

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
特
例
）

２

職
員
が
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び

２

職
員
が
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び

こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
対
処
す
る
た
め
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
作
業
に
引
き
続
き

に
対
処
す
る
た
め
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
作
業
に
引
き
続
き

五
日
以
上
従
事
し
た
場
合
の
同
項
の
手
当
の
額
は
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四

五
日
以
上
従
事
し
た
場
合
の
同
項
の
手
当
の
額
は
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
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項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
る

額
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

額
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

た
額
と
す
る
。

た
額
と
す
る
。

３

職
員
が
東
日
本
大
震
災
に
対

３

第
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
が
東
日
本
大
震
災
に
対

処
す
る
た
め
次
に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
し
た
と
き
は
、
第
二
十
条
第
一
項
の

処
す
る
た
め
次
に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
し
た
と
き
は
、

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
応
急
作
業
等
手
当
を
支
給
す
る
。

災
害
応
急
作
業
等
手
当
を
支
給
す
る
。

一

東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

一

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

の

敷
地
内
に
お
い
て
行
う
作
業

敷
地
内
に
お
い
て
行
う
作
業

二

本
部
長
指
示

二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
の
地
方
公

に
よ

共
団
体
の
長
に
対
す
る
指
示
（
以
下
「
本
部
長
指
示
」
と
い
う
。
）
に
よ

り
帰
還
困
難
区
域
に
設
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
に
お
い
て
行
う
作
業

り
帰
還
困
難
区
域
に
設
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
に
お
い
て
行
う
作
業

（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三

略

三

略

４

第
十
九
条
第
一
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
が
東
日
本
大

震
災
に
対
処
す
る
た
め
次
に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
し
た
と
き
は
、
当
分
の
間

、
災
害
応
急
作
業
等
手
当
を
支
給
す
る
。

一

本
部
長
指
示
に
よ
り
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三

十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

警
戒
区
域
に
設
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
に
お
い
て
行
う
作
業(

前
項

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

本
部
長
指
示
に
よ
り
居
住
者
等
が
計
画
的
な
立
退
き
を
行
う
こ
と
と
さ

れ
た
区
域
に
お
い
て
行
う
作
業

４

前
項

の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
次
の
各
号

５

前
二
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号

に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
原
子
炉
建
屋
（
人
事
委
員

一

附
則
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
原
子
炉
建
屋
（
人
事
委
員

会
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
内
に
お
い
て
行
う
も
の

四
万
円

会
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
内
に
お
い
て
行
う
も
の

四
万
円

二

前
項
第
一
号

に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
前
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る

二

附
則
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
前
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る

も
の
以
外
の
も
の

一
万
三
千
三
百
円

も
の
以
外
の
も
の

一
万
三
千
三
百
円

三

前
項
第
一
号

に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
認
め
る
施

三

附
則
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
認
め
る
施

設
内
に
お
い
て
行
う
も
の

三
千
三
百
円

設
内
に
お
い
て
行
う
も
の

三
千
三
百
円
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四

前
項
第
二
号

に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
屋
外
に
お
い
て
行
う
も
の

四

附
則
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
屋
外
に
お
い
て
行
う
も
の

六
千
六
百
円

六
千
六
百
円

五

前
項
第
二
号

に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
屋
内
に
お
い
て
行
う
も
の

五

附
則
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
屋
内
に
お
い
て
行
う
も
の

千
三
百
三
十
円

千
三
百
三
十
円

六

前
項
第
三
号

に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
屋
外
に
お
い
て
行
う
も
の

六

附
則
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
屋
外
に
お
い
て
行
う
も
の

三
千
三
百
円

三
千
三
百
円

七

前
項
第
三
号

に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
屋
内
に
お
い
て
行
う
も
の

七

附
則
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
屋
内
に
お
い
て
行
う
も
の

六
百
六
十
円

六
百
六
十
円

八

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
屋
外
に
お
い
て
行
う
も
の

六
千

六
百
円

九

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
屋
内
に
お
い
て
行
う
も
の

千
三

百
三
十
円

十

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
屋
外
に
お
い
て
行
う
も
の

五
千

円
十
一

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
屋
内
に
お
い
て
行
う
も
の

千

円

５

第
二
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
日
に
お
い
て
、
前
項
各
号

６

第
二
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
日
に
お
い
て
、
前
項
各
号

に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
二
以
上
の
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
二
以
上
の
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
二
以
上
の
作
業
に
係
る
手
当
の
額
が
同
額
の
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
手
当

該
二
以
上
の
作
業
に
係
る
手
当
の
額
が
同
額
の
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
手
当

の
い
ず
れ
か
の
手
当
、
当
該
二
以
上
の
作
業
に
係
る
手
当
の
額
が
異
な
る
と

の
い
ず
れ
か
の
手
当
、
当
該
二
以
上
の
作
業
に
係
る
手
当
の
額
が
異
な
る
と

き
に
あ
つ
て
は
当
該
手
当
の
額
が
最
も
高
い
も
の
（
そ
の
額
が
同
額
の
場
合

き
に
あ
つ
て
は
当
該
手
当
の
額
が
最
も
高
い
も
の
（
そ
の
額
が
同
額
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
手
当
の
い
ず
れ
か
の
手
当
）
以
外
の
手
当
は
支
給
し
な

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
手
当
の
い
ず
れ
か
の
手
当
）
以
外
の
手
当
は
支
給
し
な

い
。

い
。

６

附
則
第
四
項
第
四
号
又
は
第
六
号

に
掲
げ
る
作
業
に

７

附
則
第
五
項
第
四
号
、
第
六
号
、
第
八
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
作
業
に

従
事
し
た
時
間
が
一
日
に
つ
い
て
四
時
間
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の

従
事
し
た
時
間
が
一
日
に
つ
い
て
四
時
間
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の

日
の
当
該
作
業
に
係
る
手
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
百
分
の

日
の
当
該
作
業
に
係
る
手
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
百
分
の

六
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

六
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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秋
田
県
標
準
事
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
関
係
手
数
料
）

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
関
係
手
数
料
）

第
二
十
七
条

県
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七

第
二
十
七
条

県
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
に
つ
い
て

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
不
動
産
特
定
共

次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す
る
者
か
ら
、
一
件
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

同
事
業
の
許
可
の

申
請
を
す
る
者
か
ら
、
一
件
に
つ
き
八
万
円

号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

一

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
許
可
の

申
請

八
万
円

二

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事

業
の
登
録
の
申
請

六
万
円

三

法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事

業
の
登
録
の
更
新
の
申
請

六
万
円
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資料６（議案関係）

「同意集積区域における県税の課税免除に関する条例の
一部を改正する条例案」について（議案第１６１号）

平成２９年９月２０日

税 務 課

１ 改正理由

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部

を改正する法律（平成２９年法律第４７号）の施行により、地域における経済活動を牽
けん

引する事業のための施設を促進区域内に設置した者について、不動産取得税及び固定資

産税の課税免除の措置を講ずる等の必要がある。

２ 改正内容

変 更 点 改 正 前 改 正 後
条 例 の 名 称 同意集積区域における県税の課 地域経済牽引事業の促進に関す

税免除に関する条例 る基本的な計画の対象となる区
域における県税の課税免除に関
する条例

対 象 区 域 同意集積区域 促進区域
（地方公共団体が作成する産業集積 （地方公共団体が作成する地域経済

形成等の促進に関する国の同意を受 牽引事業の促進に関する基本計画の

けた基本計画において企業立地等を 対象となる区域）

重点的に促進すべき区域として設定

された区域）

対 象 業 種 製造業等 業種を問わない。
対 象 施 設 県の承認を受けた「企業立地計 県の承認を受けた「地域経済牽

画」に従って設置した対象業種 引事業計画」に従って設置した
のための施設 地域経済牽引事業（国が先進性
※「企業立地計画」 等の確認をしたものに限る。）

事業者が作成するその事業の用 のための施設
に供する工場又は事業場の新増設 ※「地域経済牽引事業計画」

に関する計画 事業者が作成する地域における

経済活動を牽引する事業に関する

計画

課税免除の要件 家屋又は構築物及びその敷地で 家屋又は構築物及びその敷地で
ある土地の取得価額の合計額が ある土地の取得価額の合計額が
２億円（農林漁業に関連する製 １億円（農林漁業関連業種にあ
造業等にあっては5，000万円） っては5，000万円）を超えるも
を超えるもの の

関係法律名称 企業立地の促進等による地域に 地域経済牽引事業の促進による
おける産業集積の形成及び活性 地域の成長発展の基盤強化に関
化に関する法律[企業立地促進 する法律[地域未来投資促進法]
法]
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※ 減収補填

課税免除の実施に伴う地方税収の減収分のうち75％は、普通交付税の算定に用い

る基準財政収入額から控除されるため、県の歳入の実際の減収は、課税免除した税

額の25％相当額となる。

【参考】概略図

３ 施行期日等

施行期日

この条例は、公布の日から施行し、本県をその区域に含む最初の基本計画が国の同

意を得た日から適用する。

経過措置

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一

部を改正する法律の経過措置により、なおその効力を有することとされる企業立地計

画に係る課税免除措置は、なお従前の例による。

①

基本計画の

協議

②

基本計画の

同意

③

地域経済

牽引事業

計画の

承認申請

④

地域経済

牽引事業

計画の

承認

⑧

減収補填

⑦

課税免除

国

県

⑥

先地

進域

性経

等済

の牽

確引

認事

白業

白の

⑤

先地

進域

性経

等済

の牽

確引

認事

申業

請の

主 務 大 臣 等

企業誘致等担当部局

事 業 者

総務省

税務部局
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同
意
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
対
象
と
な
る

同
意
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例

区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
秋
田
県
工
業
化
等
促
進
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
秋
田

展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
条
第

県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
促
進
区
域
（
以
下
「
促
進
区
域
」
と
い
う
。
）
に

お
け
る
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ

り
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
資
す
る
た
め
、
同
法
第
二
十
四
条
に
規

定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
た
め
の
施
設
の
う
ち
地
域
経
済
牽
引
事

業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五

条
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
九
十
四

号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
対
象
施
設
（
以
下
「

対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
を
促
進
区
域
内
に
設
置
し
た
者
に
対
す
る
県
税
の

県
税
の

課
税
免
除
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

課
税
免
除
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
促
進
区
域
内

に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
）

（
同
意
集
積
区
域
内
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
）

第
二
条

促
進
区
域
内

に
お
い
て
、
省
令
第
一
条
に
規
定
す
る
同
意
日
（

第
二
条

同
意
集
積
区
域
内
に
お
い
て
、
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に

以
下
「
同
意
日
」
と
い
う
。
）

お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
地
方
公

共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
九
十
四
号
）
第
二
条

か
ら
起
算
し
て
五
年
内
に
対
象
施
設
を
設
置
し
た
者
の

に
規
定
す
る
同
意
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
内
に
秋
田
県
工
業
化
等
促
進
条
例

当
該
対
象
施
設

の
用
に
供
す
る

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
特
定
事
業
の
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る

家
屋
（
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
事
務
所
等

家
屋
（
当
該
施
設

の
用
に
供
す
る
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
事
務
所
等

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
当
該
家
屋
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
同
意
日
以

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
当
該
家
屋
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（

後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
取

当
該
土
地
の
取

得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該

得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
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家
屋
の
建
設
に
着
手
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
を
取
得
し

家
屋
の
建
設
に
着
手
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
を
取
得
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
家
屋
又
は
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
は
、
不
動
産

た
場
合
に
お
け
る
当
該
家
屋
又
は
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
は
、
不
動
産

取
得
税
を
課
さ
な
い
。

取
得
税
を
課
さ
な
い
。

２

促
進
区
域
内

に
お
い
て
、
前
項
の
者
が
取
得
し
た
対
象
施
設

２

同
意
集
積
区
域
内
に
お
い
て
、
前
項
の
者
が
取
得
し
た
特
定
事
業
の
た
め

の
用
に
供
す
る
大
規
模
の
償
却
資
産
（
秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二

の
施
設
の
用
に
供
す
る
大
規
模
の
償
却
資
産
（
秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二

十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
。
以
下
「
県
税
条
例
」
と
い
う
。
）
第
百

十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
。
以
下
「
県
税
条
例
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
四
条
に
規
定
す
る
大
規
模
の
償
却
資
産
（
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す

六
十
四
条
に
規
定
す
る
大
規
模
の
償
却
資
産
（
当
該
施
設

の
用
に
供
す

る
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
事
務
所
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
（
同
意
日

る
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
事
務
所
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
大
規

を
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
大
規

模
の
償
却
資
産
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
（
そ
の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
と

模
の
償
却
資
産
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
（
そ
の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
前
日
）
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
を
初
日
と
す
る
年
度

き
は
、
そ
の
前
日
）
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
を
初
日
と
す
る
年
度

か
ら
三
年
度
間
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
。

か
ら
三
年
度
間
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
。


